
同産期医療対策整備事業の実施について  
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周産期医療システムの推進に当たっては、医療従事者の養成、関係団体との連  

携・協力、財政的な裏付け等の条件整備に十分留意し、システムの内容が地域の  

実情に即して妥当なものとなるように配慮する。  

（2）医療施設相互間の機能分担及び連携  

地域におらナる周産期医療機関、地域周産期母子医療センター及び給合周産期母子  
医療センター相互間の緊密な連携を図ることにより、それぞれの施設の果たして  
いる機能に応じ適切な医療が供給されるように配慮する。また、患者の重症度や  
回復状況f引こ応じ、適当な医療施設に盟者が委ねられるように辿挟を図る。  

（3〉小児専門医療施設及び特定機能病院の役割  

小児専門医療施設及び特定機能病院は、総合周産期母子医療センター、地域周産  
期母子医療センター及び関連各科との連携のもとに専門的医療を行い、必要に応  
じ医療法第30条の3第2項第2号に規定する区域（以下「3次医療圏」という。）  
を越えてこれを提供する   

医療計画における留意事項  

医療法第30条の3第2項第1号に規定する区域（以‾F「2次医療圏」という。）における  
病院の病床数が、厚療計画における定められた当該2次医療圏の必要病床数に既に達し  
ているか、又は、当該申請に係る病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更によっ  
てこれを越えることとなると認められた場合、医療法第30条の7に規定する勧告の対象  
となる。  

しかしながら、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センターにおける母  
体・胎児集中治療管理室及び新生児集中治療管理室を含む病棟の病床は、その内容及び  
2次医療圏の状況によっては、医療法施行規則第30条の32の2第1項第1号の病床に該当  
する場合があり、この場合には必要病床数とみなすことができ、勧告の対象から除外さ  

れる。   

周産欄医療システムの見直し  

周産期医療システムについては、概ね5年後を目途として検討を加え、必要があると認  
める場合には、周産期医療体制の変更等所要の措置を講ずるものとする。  
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二 各論的事項  

1周産期医療システムの一般的内容   

周産期医療システムの整備内容として、以下の事項を定める。   
（1）総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センターの設置数、設置施  

設、診療機能、病床数及び確保すべき医療従事者   

（2）周産期医療情報センターの機能、情報収集・提供及び相談体制   
（3）周座州医療にかかる研修体制、対象及び内容   

2周産期医療システムの具体的内容   

（1）総合周産期母子医療センター  

ア 機 能  
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同産期医療対策整備事業の実施について  
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（ア）総合周産期母子医療センターとは、相当規模の母体。胎児集中治療  
管理室を含む産科病棟及び新生児集中治療管理室を含む新生児病棟  

を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠、  

重症妊娠中寺症、切迫早産、胎児異常等母体又は児におけるリスク  
のl高い妊娠に対する医療及び高度な新生児  

うことのできる医療施設をいう。  
夏
 
 

医療を行   

（イ）同センターは、主として地域の各周産期医療施設からの搬送を受け  

入れるとともに、周産期医療システムの中核として地域の各周産期  

医療施設との連携を図る。   

（ウ）同センターは、原則として周産期医療情報センターとしての機能を  
有するとともに、他の周産期医療施設の医療従事者に対する研修を  
行う。  

イ 整備内容   

（ア）施設数  

総合周産期母子医療センターは、原則として、三次医療圏に一か所  

整備するものとする。  

ただし、都道府県の面積、人口、地勢、交通事情、周産期受療状況  
及び医療施設の所在等を考慮し、3次医療圏に複数設置することが  
できるものとする。   

（イ）診療科目  

総合周産期母子医療センターは、産科及び小児科（母体・胎児痍中  

治療管理室及び新生児集中治療管理室を有する）、麻酔科その他の  
関係診療科目を有するものとする。  

なお、総合周産期母子医療センターに小児外科を有しない場合に  

は、小児外科を有する他の施設と緊密な連携を図るものとする。   

（ウ）設備等  

総合周産期母子医療センターは、以下の設備を備えるものとする。  

a母体・胎児賑中治療管鋸室  

（a）分娩監視装置  

（b）呼吸循環監視装置  

（c）波診断装置（カラードップラ一機能を有するものとす  

（d）その他母体・胎児集中治療に必要な設備  

（e） 
●胎児集中治療管理室は、必要に応じ個室とするこ  

b新生児集中治療管理室  

（a）新生児用呼吸循環監視装置  

（b）新生児用人工換気装置  

（c）保育器  

（d）その他新生児集中治療に必要な設備  

c後方病室  
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周産鞠医療対策整備事業の実施について  

Jヨニ休刊台リ止渠中治潰哲理室の後方病室（悶体・胎児張中治療代即  
室において管理していたもののうち、軽快して管理の程度を緩め  

うる状態となった者及び同室にて管理を必要とする状態に移行す  

ることが予想されるものの現時点では管理の程度が緩やかでよい  

者並びに比較的リスクが低いか又は消失した妊婦、祷婦を収容す  
る室を指す。以下川じ。）、及び新生児盤中治療管理ヰの後方病  

室（新生児集中治療管理室より退出した児、及び点滴、酸素投与  
等の処置を必要とする児を収容する室を指す。以下同じ。）に必  
要な設備。  

dドクターカー  

医師の監視のもとに母体又は新生児を搬送するために必要な患者  

監視装置、人工呼吸器等の医療器械を搭載した周産期医療に利用  
しうるドクターカーを必要に応じ整備するものとする。  

e検査機能  

血液一般検奄、血液凝固系検査、生化学一般検査、血液ガス検  

査、エックス線検査、超薯波診断装置（カラードップラ一機能を  
有するものとする。）による検査及び分娩監視装置による連続的  
な監視が常時可能であるものとする。  

f輸血の確保  

血小板等成分輸血を含めた輸血の供給ルートを常に確保し、緊急  
時の大量使用に備えるものとする。  

り 病床数   

（ア）母体・胎児集中治療管理室及び新生児集中治療管理室の病床数は、  
都道府県の人口等に応じ総合周産期母子医療センターとしての適切  

な病床数を確保することを基本とし、母体・胎児集中治療管理室の  
病床数は6床以上、新生児集中管理室の病床数は9床以上（12床以  
上とすることが望ましい）とする。ただし、3次医療圏の人口が概  
ね100万人以下の場合にあっては、母体・胎児集中治療管理室の病  
床数は3床以上、新生児集中治療管理室の病床数は6床以上とする。  
なお、両室の病床数については、以下のとおり取扱うものとする。  
a母体・胎児集中治療管理室においては、これと同等の機能を有す  

る陣痛室のペットを含めて数えることとして差し支えない。ただ  
し、この場合、陣痛室のペットを含めない病床数は6床を下回る  
ことができない。  

b新生児集中治療管理室に係る病床数は、新生児用人工換気装置を  
有する病床について数えるものとする。   

（イ）母体・胎児集中治療管理室の後方病室は、母体・胎児集中治療管理  
室の2倍以上の病床数を有することが望ましい。   

（ウ）新生児集中治療管理室の後方病室は、新生児集中治療管理室の2倍  
以上の病床数を有することが望ましい。  

エ 医療従事者   

母体・胎児集中治療管理室及び新生児集中治嘩管理室は、24時間診療体制   
を適切に確保するために必要な以下の職員を確保することが望ましい。   

（ア）母体・胎児集中治療管埋室  

a24時間体制で産科を担当する複数（病床数が6床以下であって別  

途オンコールによる対応ができる者が確保されている場合にあっ  

ては1名）の医師が勤務していること。  

b母体・胎児集中治療管理室の全病床を通じて常時3床に1人の助産  

師又は看護師が勤務していること。  
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周産糾「ウ三纏対賓整備事業ク）実施について   

（イ）新生児集中治療管理室  

a24時間体制で常時新生児を担当する医師が勤務していること。  

b常時3床に1名の看護師が勤務していること。   

（ウ）新生児集中治療管理室の後方病室  

常時8床にl名の看護師が勤務していること。   

（エ）分娩室  

助産師、看護師が病棟とは独立して勤務することを原則とする。  

ただし、母体・胎児集中治療管埋室の勤務を兼ねることは差し支え  

ない。  

オ 周産期医療情報センター   

総合周産期母子医療センター等に、周産期医療情報センターを設置し、、地   

域周産期母子医療センターと電話回線等により接続することにより、周産   

期医療システムの運営に必要な情報の収集を行うとともに、医療施設、地   
域住民等に対する情報提供、相談等を行う。   

なお、本システムで収集された情報のうち、周産期医療の状況把握に必要   
と認められる情報について項目を定め、定期的に収集するとともに、これ   

を周産期医療協議会へ報告し、同協議会において協義の上、医療機関筆に   
公表するものとする。   

（ア）整備内容  

a周産期救急情報システム（必置）  

周産期医療に関する静療科別医師の存否及び勤務状況、病床の空  
床状況、手術、検査及び処置の可否、重症例の受入れ可能状況並  

びに搬送に出向く医師の存否等に関する情報を収集、提供する。  

b周産期医療情報システム  

周産期救急情報システムに加え、産科及び新生児の医療に関する  
各種情報を収集整備し、地域における周産期医療のデータ解析、  
評価を行うシステムを整備するよう努める。   

（イ）情報収集の方法  

aコンピューター等による収集（毎日定時及び随時必要なもの）  

b電話、FAX等による収集（情報の変動が比較的少ないもの）   

（ウ）情報提供及び相談  

地域の周産期医療関連施設に対し、以下の情報提供及び相談を行  
う。  

a 
周産期医療に関する基礎的知識、最新の技術及び医療機関から依  
頼された検査の結果  

b適切な受け入れ施設の選定、確認及び回答等  

力 周産期医療関係者研修   

部道府県は、総合周産期母子医療センターにおいて、地域周産別母子医療   

センター、地域医療機関等の医師、助産師、看護師及び准看護師に対し、   
周産期医療に必要な専門的・基礎的知識、技術を習得させるため、到達目   
標を定め、その研修を行う。   

（ア）目 標  

a周産期医療に必要とされる基本的な知識、技術を習得させる。  

b警雪ぎ要する患者に対する的確な判断力及び高度な技術を習得さ  

地域周産期母子医療センターの医師に対しては、最新の医学的技  
術を習得させる。  

C   

（イ）研修の内容  
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倒産期医療対策室鳩事業の実施について  

a席 料  

（a）胎児及び母体の状況の適切な把握と迅速な対応  

（b）産科ショックとその対策  

（c）妊産婦死亡とその防止対策  

（d）佃王切用の問題点  

b新生児  

（a）新生児蘇生法  

（b）新生児の緊急手術  

（c）ハイリスク新生児の迅速な診断  

（d）新生児管理の実際  

（e）退院後の保健指導等  

（2）地域周産期母子医療センター  

ア 機 能  

（ア）地域周産期母子医療センターとは、産科及び小児科（新生児診療を  
担当するもの。）等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を  
行うことができる医療施設をいう。  

同センターは、地域における周産期医療施設と連携を図り、入院及  
び分娩に関する連絡調整を行うことが望ましい。  

（イ）  

イ 整備内容   

（ア）施設数  

地域周産期母子医療センターは、総合周産期母子医療センター1か  
所に対して数か所の割合で設けるものとし、1つ又は複数の2次医療  
圏に1か所ないし必要に応じそれ以上設けることが望ましい。   

（イ）診療科目  

産科及び小児科（新生児診療を担当するもの。）を有するものと  

し、麻酔科及びその他関連各科を有することが望ましい。   

（ウ）設 備  

a産科には、緊急帝王切開術等高度な医療を提供することのできる  
施設及び以下の設備を備えることが望ましい。  
（a）分娩監視装置  

（b）超音波診断装置  

（c）微竃輸液装置  

（d）その他産科医療に必要な設備  

b小児科等には新生児病室を有し、次に掲げる設備を備える新生児  
集中治療管理室を設けることが望ましい。  

（a）新生児用呼吸循環監視装置  

（b）新生児用人工換気装置  

（c）保育器  

（d）その他新生児集中治療に必要な設備   

（エ）医療従事者  

以下の医療従事者を配置するよう努めることが望ましい。  

a産科及び小児科（新生児診療を担当するもの。）は、それぞれ24  
時間体制を確保するために必安な職員  

b産科については、帝王切開術が必要な場合30分以内に児の娩出が  
可能となるような医師及びその他の各椛職員  

c新生児病室には、以下の職員  
（a）24時間体制で小児科を担当する医師が勤務していること。  

h叩：／／wwjsog，Orjp／kaiin／html／infomation／info＿200Ct2003＿1・html（11／12）2007／12／271：45‥06  19   



周産期医療対策整備事業の実施につし、て  

新生兄娘中治療管理室には、常時3床に1名のれ．甘肺が勤務  
していること。  

後方病室には、硝甘摘床に1名の看護怖が勤務しているこ  

と。  

（b）   

（c）  

ウ 連携機能   

地域周産期母子医療センターは、産科に係る開放型病床を保有するなど、   
地域の周産期医療施設との連携機能を有し、症例検討会等を開催すること   
が望ましい。  

′ilO首）  

http：／／vvwjsog・Orjp／kaiin／html／infomation／info＿200Ct2003＿1．html（12／12）ZOO7／12／Z71：45：06  
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